
■新築する場合の認定申請 令和4年10月1日現在

用　途
①確認書又は住宅性能評価書

を添付した場合
②：①以外

一戸建て住宅 17,000 円 45,000 円 

1戸　 ～ 5戸　 28,000 円 107,000 円 

6戸　 ～ 10戸　 43,000 円 171,000 円 

11戸　 ～ 30戸　 67,000 円 337,000 円 

31戸　 ～ 50戸　 106,000 円 605,000 円 

51戸　 ～ 100戸　 161,000 円 1,041,000 円 

101戸　 ～ 200戸　 269,000 円 1,923,000 円 

201戸　 ～ 338,000 円 2,742,000 円 

用　途
①確認書又は住宅性能評価書

を添付した場合
②：①以外

一戸建て住宅 24,000 円 63,000 円 

1戸　 ～ 5戸　 39,000 円 149,000 円 

6戸　 ～ 10戸　 61,000 円 240,000 円 

11戸　 ～ 30戸　 98,000 円 472,000 円 

31戸　 ～ 50戸　 156,000 円 846,000 円 

51戸　 ～ 100戸　 238,000 円 1,455,000 円 

101戸　 ～ 200戸　 401,000 円 2,688,000 円 

201戸　 ～ 504,000 円 3,833,000 円 

　手数料不要

　※ 共同住宅等の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。

■譲受人を決定した場合の変更認定申請

　手数料不要

■地位の継承における承認申請

■認定を受けた計画を変更する場合の変更認定申請

　当初手数料の1/2相当額

■増築・改築・維持保全する場合の認定申請

長期優良住宅認定申請手数料一覧表

　※ 共同住宅等の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
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